
市民の皆さまへ 

 
 昨日、石川県知事から県全域に対して、５月６日までの間「緊急事態宣言」が発出され

ました。市民の皆さまには、これまでも不要不急の外出自粛をお願いし、ご協力をいただ

いてきたところですが、この「緊急事態宣言」を受けて、あらためて人との接触を出来る

限り避けるため、不要不急の外出の自粛を徹底されるようにお願いいたします。 

国は、感染者の増加をピークアウトさせ減少に転じさせるために、人と人との接触機会

の８割削減を呼びかけています。８割削減の達成に向けて、市では４月 11日からの市内小

中学校の休業に続き、４月 15日から公共施設等を当面の間、休館することにしました。加

えて、市内保育園等の可能な限りの登園自粛を要請させていただきました。公共施設の閉

鎖や登園の自粛要請によって、多くの皆さまにご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上

げます。 

また、外出自粛の影響により、飲食業の業況に大きな影響が出ていることから、市では

４月下旬に特設ウェブサイト「のの・うち ごはん」を立ち上げて、店内での飲食からテ

イクアウトやデリバリーに移行する市内飲食業者を支援することとしました。皆さまにも

ぜひご利用いただき、応援していただければと思います。 

 

新型コロナウイルスの感染拡大によって、これまで経験したことのないような社会不安

が生じています。未知のウイルスへの恐怖から、感染された方やその家族に対する中傷も

あるように思います。感染したことによる差別や偏見は厳につつしみ、人への思いやりの

気持ちを持ち、まずは正しい情報に基づいて冷静な行動をお願いします。 

 

 再三のお願いになりますが、皆さまにはこれまでと同じように手洗いや咳エチケットを

守り感染拡大防止に努めていただきたく思います。また、感染リスクが高くなる３つの条

件「換気の悪い密閉空間」「多くの人の密集」「近距離での会話」が重なる状況を避け、

クラスターの発生リスクの低減に努めていただきますようお願いします。 

 本市といたしましては、市民の皆さまの命と健康を守ることを最優先に、国や県と連携

して感染拡大への対策に努めてまいります。皆さまのお一人お一人の行動と心がけが、命

を守る、大切な人を守る、社会を守ることにつながります。あらためて、市民の皆さまの

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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